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(57)【要約】
【課題】　味、香り、物性（食感、色調など）に大きな影響を与えることなく、改善され
た泡感（起泡性および泡の持続性等の泡の総合的特性）および、飲用時に優れた喉越しを
有する炭酸ガス含有飲料を提供することである。
【解決手段】　サポニンを０．０００１～０．０１重量％含む炭酸ガス含有飲料であって
、オクテニルコハク酸澱粉、ペクチン及びタマリンドガムから選択される１種以上の起泡
剤又は泡保持剤を配合することにより、改善された泡質及び優れた喉越しを有する炭酸ガ
ス含有飲料。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
サポニンを０．０００１～０．０１重量％含む炭酸ガス含有飲料であって、オクテニルコ
ハク酸澱粉、ペクチン及びタマリンドガムから選択される１種以上の起泡剤又は泡保持剤
を含むことを特徴とする炭酸ガス含有飲料。
【請求項２】
サポニンとオクテニルコハク酸澱粉とを含む、炭酸ガス含有飲料。
【請求項３】
さらに、茶葉の水及び／又はエタノール抽出物を含有する、請求項１又は２に記載の炭酸
ガス含有飲料。
【請求項４】
茶葉が、紅茶、緑茶又は烏龍茶の茶葉である、請求項３に記載の炭酸ガス含有飲料。
【請求項５】
炭酸ガス内圧が、０．５～３．５ｋｇ／ｃｍ2である、請求項１～４のいずれかに記載の
炭酸ガス含有飲料。
【請求項６】
低アルコール飲料である、請求項１～５のいずれかに記載の炭酸ガス含有飲料。
【請求項７】
密封容器入りである、請求項１～６のいずれかに記載の炭酸ガス含有飲料。
【請求項８】
サポニンと、オクテニルコハク酸澱粉を有効成分として含有する、飲食品用泡質改善剤。
【請求項９】
飲食品が低アルコール飲料である、請求項８に記載の飲食品用泡質改善剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はサポニン含有炭酸ガス含有飲料に関し、更に詳細には、きめ細かい泡を形成させ
、飲用時に優れた喉越しを有する泡質が改善された炭酸ガス含有飲料に関する。
【背景技術】
【０００２】
炭酸ガス含有飲料はその飲用に際して爽快感を有する清涼飲料を代表する飲み物である。
適度な発泡は口腔内、および、いわゆる喉越しといわれる喉通過時の刺激により飲用中、
および、飲用後の爽快感を醸成するため、泡感は炭酸ガス含有飲料の特性を形成する一つ
の大きな因子となっている。形成された泡の大きさ、いわゆる泡径と喉通過時に感じる喉
越しについては、長年多くの議論がされており、小さいほどその刺激が連続的に生じ、喉
越しがよいとされている。
特に、炭酸ガス含有アルコール飲料の場合、この喉越しが美味しさの大きな因子となって
いる。ビール、発泡酒などの炭酸ガス含有アルコール飲料は、飲用時にグラス等に注がれ
て発生する泡により炭酸ガスの抜けが抑制され、爽快感が維持される。また、泡は、うま
み成分（味、香り）の保持にも有効である、さらに、泡密度が高く、きめ細かい泡は、内
容物の酸化を防ぎ、新鮮さを保つものである。
従来のいわゆるサイダー、コーラと呼ばれる炭酸ガス含有飲料においてはその形成される
泡径が大きく喉越しとしては粗いもので、爽快感の点で必ずしも好ましいものではなかっ
た。したがって、上記のような炭酸ガス含有飲料において飲用時に細かい泡を形成し、喉
越しを良好にする方策が望まれている。
そこで、安定な泡の形成を促進したり、或いは長時間安定な泡の持続性を付与することを
目的として、起泡剤や泡保持剤を使用した炭酸ガス含有飲料が提案されている。例えば、
サポニン成分を含有する発泡性混成酒（特許文献１）や、ガラナ抽出液と起泡剤と着色剤
を含有するビール様清涼飲料（特許文献２）や、ホップを含む麦芽発酵液、起泡剤（例え
ばサポニン）および泡保持剤（例えば、寒天、ゼラチン、キサンタンガム、カラギーナン
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、ペクチン、タマリンドガム、ジェランガム、ローカストビーンガム等の増粘安定剤）を
含有する炭酸ガス含有アルコール飲料（特許文献３）や、大豆又はえんどう豆より得られ
た窒素源を原料とし、さらに大豆サポニン、ユッカサポニン、キラヤサポニン、茶サポニ
ン、高麗サポニン等の植物抽出サポニン系物質、卵白ペプタイド、牛血清アルブミン等の
タンパク質系物質、キサンタンガム、プルラン、グアーガム、ローカストビーンガム、カ
ラギナン、アラビアガム、タマリンド種子多糖類、寒天、タラガム、ジェランガム等の増
粘剤及びアルギン酸エステルの群より選択される起泡・泡持ち向上物質を原料として加え
て発酵前液を調製して得られるビール様アルコール飲料（特許文献４）や、オクテニルコ
ハク酸澱粉を使用した炭酸ガス含有飲料（特許文献５）等が知られている。
【特許文献１】特開昭６１－８８８６９号公報
【特許文献２】特開２００７－８２５３８号公報
【特許文献３】特開平１１－２９９４７３号公報
【特許文献４】特開２００５－１２４５９１号公報
【特許文献５】特開２００４－８１１７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
上記のとおり、起泡剤や泡保持剤を用いて泡感や喉越しを改善する方法は種々知られてい
るが、これら起泡剤や泡保持剤となる物質は、それぞれ味、香り、及び特定の物性を有し
ていて、多少たりとも飲料自体に影響を与えることが避けられないものであった。例えば
、サポニンを使用した場合、その苦味が飲料の味を悪くするという問題があった（特許文
献２〔０００３〕、特許文献４〔００３４〕参照）。また、泡保持剤として増粘安定剤を
用いた場合やオクテニルコハク酸澱粉を使用した場合、十分な泡感を得るための量を配合
すると、飲用時にベタツキが発生し口触りや喉越しを悪くするという問題が発生したり、
溶解性（透明性）や耐熱性に関する問題が発生することもあった。つまりは、起泡剤や泡
保持剤それぞれにおいて使用できる種類や量に限りがあり、飲料の泡感や喉越しの改善に
も限りがあった。特に、微妙な味や香りが飲料自体に大きな影響を与える清涼飲料におい
ては、その泡感や喉越しの改善を行おうとしても、それに適合する物質が存在していなか
った。また、焼酎を炭酸飲料と混和した飲料や低アルコール含量のカクテルは、発泡性で
あっても泡の保持性はほとんどなく、長時間安定な泡の持続性を有するものは存在してい
なかった。焼酎を炭酸飲料と混和した飲料や低アルコール含量のカクテルは、香味バラン
スから、酸味や甘味を強調した重厚感のある設計のものが多いが、飲料の入った容器を開
封後或いは飲料をグラス等に注いだ際に時間の経過と共に極めて短時間に炭酸ガスが抜け
てしまい、その結果、酸味や甘味がさらに強く感じられソフト感や清涼感、爽快感が失わ
れたものとなっていた。
すなわち、本発明の課題は、味、香り、物性（食感、色調など）に大きな影響を与えるこ
となく、優れた泡感（起泡性および泡の持続性）および喉越しを有する炭酸ガス含有飲料
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、０．０００１～０．０１重量％
のサポニン（好ましくは０．０００１～０．００３重量％、より好ましくは０．０００２
～０．００１重量％のサポニン）と、特定の起泡剤又は泡保持剤（具体的には、オクテニ
ルコハク酸澱粉、タマリンドガム、ペクチンから選択される１種以上）とを添加して炭酸
ガス含有飲料を製造すると、泡感および喉越しを改善しうることを見出し、本発明を完成
するに至った。
【０００５】
　すなわち、本発明は、以下のように要約できる。
１．　サポニンを０．０００１～０．０１重量％含む炭酸ガス含有飲料であって、オクテ
ニルコハク酸澱粉、ペクチン及びタマリンドガムから選択される１種以上の起泡剤又は泡
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保持剤を含むことを特徴とする炭酸ガス含有飲料。
２．　サポニンとオクテニルコハク酸澱粉とを含む、炭酸ガス含有飲料。
３．　さらに、茶葉の水及び／又はエタノール抽出物を含有する、上記１又は２に記載の
炭酸ガス含有飲料。
４．　茶葉が、紅茶、緑茶又は烏龍茶の茶葉である、上記３に記載の炭酸ガス含有飲料。
５．　炭酸ガス内圧が、０．５～３．５ｋｇ／ｃｍ2である、上記１～４のいずれかに記
載の炭酸ガス含有飲料。
６．　低アルコール飲料である、上記１～５のいずれかに記載の炭酸ガス含有飲料。
７．　密封容器入りである、上記１～６のいずれかに記載の炭酸ガス含有飲料。
８．　サポニンと、オクテニルコハク酸澱粉を有効成分として含有する、飲食品用泡質改
善剤。
９．　飲食品が低アルコール飲料である、上記８に記載の飲食品用泡質改善剤。
【発明の効果】
【０００６】
本発明の炭酸ガス含有飲料は、サポニンの苦味が抑制されたものであり、また泡感（泡立
ち、泡持ち、きめ細かさなどの泡の総合的特性；本明細書中「泡質」と表記することもあ
る）と喉越しに優れたものである。この泡感と喉越しは、飲み始めにおいてはもちろんの
こと、飲み続けておいる間にも継続している点に特徴を有する。また、グラス等に注いだ
際、液面にビール様のきめ細かい泡部が形成され、かつこの泡部が長時間持続されるので
、飲用したときには泡部によってソフトな口当たり（口ざわり）とまろやかな刺激感を得
ることができる。また、液面に形成された泡部によって飲料の香りや味が保持される。さ
らに、本発明の炭酸ガス含有飲料は、醸造酒を含んでいないのに、醸造酒のような喉の奥
で泡（炭酸刺激）を感じることができる新しいタイプの飲料であり、特に、焼酎を炭酸飲
料と混和した飲料や低アルコール含量のカクテルなどの低アルコール飲料として提供でき
る。
本発明の泡質改善剤は、サポニンとオクテニルコハク酸澱粉とを有効成分として含有する
ものである。この泡質改善剤は広い範囲の起泡性飲食品に適合し、種々の起泡性飲食品に
用いることができる。本発明の泡質改善剤は、異質な香味や粘度の増大等、飲食品自体の
香味及び物性に与える影響を極力抑えることができるので、特に炭酸ガス含有飲料に好適
に用いられる。炭酸ガス含有飲料に本発明の泡質改善剤を配合することにより、優れた泡
感及び喉越しを有する飲料を簡便に製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明は、少量のサポニンに、オクテニルコハク酸澱粉、ペクチン及びタマリンドガム
から選択される１種以上、好ましくはオクテニルコハク酸澱粉を配合することにより、泡
感および喉越しの優れた炭酸ガス配合飲料を得るものである。
ここで、「泡感（泡質）」とは、泡立ち（起泡性）、泡の大きさ（泡径；きめ細かさ）、
泡の持続性（泡保持性、泡立ち）などの泡の総合的特性をいい、喉越しとは炭酸ガス含有
飲料を飲用した際の喉通過時に感じる刺激の好ましさをいう。
前記サポニンの濃度は、サポニンの種類や起源等により異なるが、０．０００１～０．０
１重量％が好ましく、０．０００１～０．００３重量％がより好ましく、０．０００２～
０．００１重量％がさらに好ましい。前述したとおり、サポニンは苦味を有するものであ
り、０．００３重量％以上、特に０．０１重量％以上を配合すると炭酸ガス含有飲料にお
いて好ましい香味が得られない。本発明は、このようなごく微量のサポニンと、オクテニ
ルコハク酸澱粉などとの相乗効果により、優れた泡感と喉越しが得られることを特徴とす
る。
【０００８】
　前記サポニンとしては起泡性を有するものであればいずれであってもよく、植物或いは
動物から得られるサポニン抽出物、例えば、キラヤ抽出物、エンジュサポニン、酵素処理
レシチン、酵素分解レシチン、植物性ステロール、植物レシチン、スフィンゴ脂質、大豆
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サポニン、胆汁末、動物性ステロール、トマト糖脂質、分別レシチン、ユッカ・フォーム
抽出物、卵黄レシチン、オオムギ殻皮抽出物、酵素処理大豆サポニン抽出物、チャ種子サ
ポニン、ビートサポニン等や、その精製物等が挙げられる。
【０００９】
　また、本発明の炭酸ガス含有飲料では、上記サポニンに加え、オクテニルコハク酸澱粉
、ペクチン及びタマリンドガムから選択される１種以上の起泡剤又は泡保持剤を配合する
ことを特徴とする。これら起泡剤又は泡保持剤の配合により、泡感および喉越しにおいて
、相乗的な効果を得ることができる。
前記オクテニルコハク酸澱粉とは、澱粉に無水オクテニルコハク酸を作用して得られるも
のであり、本発明で使用するオクテニルコハク酸澱粉としては、特開２００４－８１１７
１号公報に記載のオクテニルコハク酸澱粉及び／又はその酵素処理分解物や、市販されて
いるオクテニルコハク酸澱粉（例えば、商品名：エマルスター、松谷化学工業株式会社製
）などを用いることができる。オクテニルコハク酸澱粉の使用量や種類は、飲料の香味や
嗜好性を考慮して適宜設定すればよいが、通常、０．０５～０．５重量％、好ましくは０
．１０～０．３５重量％、より好ましくは０．１０～０．３０重量％、さらに好ましくは
０．１０～０．２０重量％配合する。０．３５重量％以上、特に０．５重量％以上配合す
ると、飲用時にベタツキ（特に、口の周りのベタツキ）が発生することがある。清涼感や
爽快感を求める清涼飲料や低アルコール飲料において、ベタツキは嗜好性を低下させるも
のであるから、上記範囲内で使用することが好ましい。また、オクテニルコハク酸澱粉が
０．１０重量％以下、特に０．０５重量％以下の量で配合すると、本発明に係る効果が得
られないことがある。さらに、ベタツキと泡感を考慮すると、オクテニルコハク酸澱粉と
して、粘度が５．０～２０．０ｍＰａ・ｓ程度のものを用いるのが好ましい。ここでいう
粘度とは、Ｂ型粘度計によって３０℃の粘度を測定したものである。
前記ペクチンとしては、エステル化度の違いにより、ＬＭペクチン及びＨＭペクチンが市
販されているが、本発明においてはそのいずれをも用いることができる。特にエステル化
度が５０以上、好ましくは６０以上、さらに好ましくは６５以上のＨＭペクチンのＨＭペ
クチンを好適に使用できる。このようペクチンは商業的に入手可能であり、例えば三晶株
式会社製の商品名『GENU pectin type YM-150-LJ』を挙げることができる。ペクチンの添
加量は、その種類により一概には規定することができないが、一般には、飲料に対して、
０．０１～１重量％、好ましくは０．０５～０．５重量％、さらに好ましくは０．０５～
０．０７重量％である。ペクチンが０．０５重量％以下であると、サポニンと併用しても
泡立ちを向上させることができないことがある。また、ペクチンが０．０８重量％以上に
なると泡のキメが粗くなったり、飲用した際に喉越しが悪くなったり、フレーバー放出性
が悪くなり香味が落ちたりすることがある。
前記タマリンドガム（タマリンド種子ガム、タマリンド種子多糖類、タマリンドシードガ
ムともいう）としても、商業的に入手可能なものを使用することが出来る。このタマリン
ドガムの添加量は、一般には、飲料に対して、０．０１～０．１重量％、好ましくは０．
０２～０．０５重量％となるように調整するのが望ましい。これよりも少ないと本発明に
係る充分な効果を得ることができず、これより多いと、飲用した際に喉越しが悪くなった
り、フレーバー放出性が悪くなり香味が落ちたりすることがあるためである。
【００１０】
　本発明の炭酸ガス含有飲料は、さらに茶葉の水及び／又はエタノール抽出物を添加する
ことで、泡感や喉越しをより向上させることができる。茶葉抽出物とは、通常の方法によ
り、茶葉を水、エタノール又はエタノール水溶液ののいずれかの溶媒を使用して抽出した
茶葉抽出物である。例えば、ＷＯ０３／１０５６１０に記載の茶葉抽出物が本発明に使用
できる。中でも、半発酵茶や発酵茶は飲料へコク味や旨みを付与することもできるので好
適に選択される。
【００１１】
　本発明の炭酸ガス含有飲料において、付与するガス圧に特に限定はないが、通常、０．
５～３．５ｋｇ／ｃｍ2、好ましくは１．５～２．６ｋｇ／ｃｍ2である。特に、本発明の
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炭酸ガス含有飲料は、グラスに注いだ際に、液面にビール様のきめ細かい、かつ長時間持
続可能な泡部を形成させることができることを特徴とするものであり、このような態様の
炭酸ガス含有飲料を得るには、付与するガス圧を１．９～２．５ｋｇ／ｃｍ2とするのが
好ましい。
【００１２】
　なお、本発明の炭酸ガス含有飲料では、通常配合するような、糖類、酸類、果汁、香料
、ビタミン等を添加してよいが、飲料の糖含有量は、Ｂｒｉｘ濃度として0～ ２５°程度
のものが好ましく、０～２０°程度のものがより好ましい。Ｂｒｉｘ濃度２５°以上の高
糖度域においては、炭酸が発生しにくく、本発明に係る充分な効果を得ることができない
ことがある。また、炭酸ガス含有飲料のｐ Ｈ は２．０から５．０が好ましく、より好ま
しくは２．５から４．０である。ｐＨが２．０を下回ると酸味が強すぎて香味の面からの
嗜好性が下がり、また、５．０を上回ると炭酸飲料としての組成を保つことが困難となる
。
【００１３】
　本発明の炭酸ガス含有飲料としては、アルコールを含有する飲料であっても、アルコー
ルを含有しない飲料であってもよく、例えば、サイダー、ラムネ飲料、コーラ飲料、果汁
入り炭酸飲料、清涼飲料、低アルコール類（アルコール度数１２％以下のサワー類、カク
テル類、チューハイ類など）、ノンアルコールビールなどが例示できる。
【００１４】
　本発明の炭酸ガス含有飲料が、アルコールを含有する飲料である場合、本発明の飲料を
製造する際に用いる原酒は特に制限されるものではなく、焼酎、ウイスキー、スピリッツ
などの蒸留酒、清酒、ビール、ワインなどの醸造酒、リキュールなどの混成酒であっても
よい。本発明の炭酸ガス飲料は、異質な香味や粘度の増大、ベタツキなど、飲食品自体の
香味及び物性に与える影響を抑えることができるので、ビールを連想させる美味しさや雰
囲気、泡感や喉越しを有する炭酸ガス含有飲料に適合する飲料である。すなわち、アルコ
ール度数１２％、特に６％以下の低アルコール飲料で、原料に醸造酒を用いていない飲料
に、醸造酒（ビール）の様な喉の奥で感じられる爽快な泡感と喉越しを付与することがで
きるので、好適な態様である。
【００１５】
　また、アルコールを含有しない飲料である場合、特に添加物の微妙な味や香りが飲料自
体に大きな影響を与える清涼飲料や果汁入り炭酸飲料などにおいて本発明の泡質改善手段
が好適に用いられる。
【００１６】
　これら炭酸ガス含有飲料を製品化するには、ガラスビン、ペットボトル、金属缶などの
密封容器に、定法に従って、充填し、密封容器入り炭酸飲料のような形態で製品化するこ
とができる。
【００１７】
　さらに、本発明は、サポニンと、オクテニルコハク酸澱粉を有効成分として含有する飲
食品用泡質改善剤をも提供する。この泡質改善剤は広い範囲の起泡性飲食品に適合し、種
々の起泡性飲食品に用いることができる。本発明の泡質改善剤は、異質な香味や粘度の増
大等、飲食品自体の香味及び物性に与える影響を極力抑えることができるので、特に炭酸
ガス含有飲料に好適に用いられる。炭酸ガス含有飲料に本発明の泡質改善剤を配合するこ
とにより、優れた泡感及び喉越しを有する飲料を簡便に製造することができる。
【実施例】
【００１８】
以下に、本発明を実施例により詳しく説明するが、本発明はこれらによって制限されるも
のではない。
実施例１
１）試料の調製
　ニュートラルスピリッツ（アルコール度数５９％）９０ｍｌに、Ｂｒｉｘ濃度が４．9
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±０．3になるように果糖ブドウ糖を加え、さらにクエン酸を添加し固形分３．０％の溶
液を調製した。これに表１に示す配合になるように、サポニン（キラヤ由来）、タマリン
ド種子多糖類(商品名：ビストップD-2033、三栄源エフ・エフ・アイ（株）)、オクテニル
コハク酸澱粉（エマルスター（３０℃における粘度が５．０～２０．０ｍＰａ・ｓのもの
；松谷化学工業（株））、ペクチン(商品名：GENU pectin type YM-150-LJ、三晶（株）)
を単独、あるいは組み合わせて添加して、全量が１Lとなる溶液（試料１～１６）を調製
した。なお、表１中「－」は非添加を示す。
【００１９】
【表１】

【００２０】
得られた試料を炭酸ガスを溶解させた高圧ソーダ水を用いて希釈してアルコール度数５．
３％、炭酸ガス内圧２．３±０．２ｋｇ／ｃｍ2・２０℃に調整した試料を、２５０ｍｌ
を缶に封入して、以下の試験に使用した。
２）泡立ち評価
　上記のように調製した各試料全量（５℃）を、グラス（φ６５ｍｍ）の底部中心付近を
目掛けて、１５～２０秒かけグラス上面まで注いだ。注ぎ開始から３０秒後、液面と泡部
に印をつけ、グラス上面からの距離を泡の高さとして測定した。
結果を表２に示す。表２より明らかなとおり、オクテニルコハク酸澱粉を添加することで
、泡立ちが大きく向上した。また、０．０２重量％以上のタマリンドガムの添加、０．０
５重量％以上のペクチンの添加でも泡立ちが向上した。
表２の備考欄に、飲用時の喉越し、ベタツキ及び苦味、目視による泡のきめ細かさについ
て、評価した結果を示す。タマリンドガムは泡のきめ細かさに効果を奏し、喉越し向上に
効果があったが、やや苦味を呈した。ペクチンは、０．０７５又は０．１重量％の添加で
泡のきめ細かさに改善がみられたが、０．１重量％以上の添加でベタツキが発生した。オ
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クテニルコハク酸澱粉は、泡のきめ細かさに効果を奏し、喉越し向上に効果があったが、
０．２４重量％以上の添加でややベタツキを呈した。
【００２１】
【表２】

【００２２】
実施例２
１）試料の調製
　ニュートラルスピリッツ（アルコール度数５９％）９０ｍｌに、Ｂｒｉｘ濃度が４．9
±０．3になるように果糖ブドウ糖を加え、さらにクエン酸を添加し固形分３．０％の溶
液を調製した。
上記溶液に、表３に記載の配合となるように、起泡剤又は泡保持剤を単独、あるいは組み
合わせて添加して、全量が１Lとなる７種類の試料（試料１～７）を調製した。
【００２３】
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【表３】

【００２４】
得られた試料を炭酸ガスを溶解させた高圧ソーダ水を用いて希釈してアルコール度数５．
３％、炭酸ガス内圧２．３±０．２ｋｇ／ｃｍ2・２０℃に調整した試料を、２５０ｍｌ
を缶に封入して、以下の試験に使用した。
２）評価
　上記のように調製した各試料全量（２０℃）３５０ｍＬを、１Ｌメスシリンダーに１５
～２０秒かけて注いだ。注ぎ開始から３０秒後、泡部上面の容量を測定した。さらに、目
視による泡の細かさを○：良好（きめ細かい）、△：ふつう、×：粗いで評価し、飲用時
の好ましさを基準となるNo.2を２点として５点法で評価した（＋５：大変好ましい、＋４
：好ましい、＋３：やや好ましい、＋２：変わらない、＋１：好ましくない）。
結果を表４に示す。表４より明らかなとおり、No.2、No.6、No.7でキラヤ抽出物単独（No
.1）と同等の泡立ちがみられた。また、泡の細かさでは、No.2、No.3、No.6、No.7で、飲
用時の好ましさでもNo.2、No.3、No.6、No.7で改善がみられた。
【００２５】

【表４】

【００２６】
比較例
　実施例２と同様にして、表５に示す配合で評価した。結果を表６に示す。
【００２７】
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【表５】

【００２８】
【表６】
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